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議会運営委員会 

 

平成２９年９月２６日（火曜日）午後１４時３０分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 吉 成 伸 一  副 委 員 長 相 馬   剛  

委 員 森 本 彰 伸  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 大 野 恭 男  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 中 村 芳 隆  

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎  副 議 長 山 本 はるひ  

 

説明のための出席者（なし） 

市 長 君  島     寛   副 市 長 片  桐  計  幸   

総 務 部 長 伴  内  照  和   総 務 課 長 田  代  宰  士   

総務課長補佐 高  久     修   行 政 係 長 鈴  木  正  宏   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 石  塚  昌  章   議 事 課 長 増  田  健  造   

議事課長補佐 
兼議事調査 
係 長 

福  田  博  昭   書 記 室  井  良  文   

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨拶 

      ・委員長 

      ・議長 

      ・市長 

  ３．協議事項 
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   ⑴第４回那須塩原市議会定例会における追加提出案件について 

    ○市長提出案件         １件 

     ・報告案件          １件 

   ⑵質疑、質問について 

   ⑶タブレット端末等の導入に関する検討について 

   ⑷議会基本条例の検証について 

   ⑸その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午後１４時３０分 

 

◎開会の宣告 

○石塚事務局長 では、皆さん、お疲れのところ大

変ありがとうございます。 

  ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○石塚事務局長 初めに、委員長からご挨拶があり

ます。 

○吉成委員長 午前中からそれぞれさまざまな会議

が入っていまして、先ほどは全協ということで大

変お疲れの中、本日議会運営委員会ということで

お集まりいただきまして、大変にありがとうござ

います。 

  本来、本日は我々議会運営委員会の中での議事

が幾つかありましたので、それらの議題に対して

皆さんと意見交換をやるというのが当初の予定で

ありましたが、市長のほうから追加議案を出した

いという依頼がございまして、それを受けて、こ

の後も市長のほうから説明いただくわけですが、

定例の記者会見が２時半から今入っているそうで

す。駆けつけ次第、今回は報告案件ということな

んですが、それらの議題を審議したいと思います

ので、それまでは議会運営委員会側の議題につい

て協議を進めてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

○石塚事務局長 ありがとうございました。 

  続いて、議長からご挨拶お願いします。 

○君島議長 皆さん、本日は早朝より会議続きで大

変ご苦労さまです。 

  本来はきょう、今委員長のほうから話がござい

ましたとおり、議会側の議会運営委員会の中の協

議事項だけということでございましたが、執行部

のほうで、はっきり言わせてもらうと手落ちがあ

ったというような形になるかと思いますが、そう

いった形で、本来は定例会前の議運の中で協議を

しておくのに了解をとっておくべきものをとって

いなくて、今回、幸いなことに議会運営委員会の

ほうで協議をするということなので、そこに追加

になるということでございますので、本来の予定

しておりました議会運営委員会で、本来予定して

おりましたご協議をいただいて、その中の間に執

行部のほうの議案の説明を受けたいと、このよう

に思っておりますのでよろしくお願いをいたしま

す。 

○石塚事務局長 ありがとうございました。 

  先ほどの、委員長からお話ありましたように、

途中で市長初め執行部が同席する予定であります。

着き次第市長から挨拶をいただき、執行部のほう

に切りかえるような形になって進めるようになる

かと思いますので、よろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○石塚事務局長 それでは、３の協議事項から委員

長のほう、よろしくお願いします。 

○吉成委員長 それでは、協議事項、早速入ってま

いりたいと思います。 

  ⑴は市長が来てからやりますので、⑵の質疑、

質問についてということで、皆さんのお手元に資

料を配付させていただいておりますが、説明のほ

うは福田補佐お願いします。 

○福田議事課長補佐 （質疑について説明。） 

○吉成委員長 今、補佐のほうから見解についてＡ

並びにＢということで、今回資料として提出をし

ていただいております。 
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  那須塩原市議会会議規則には明確に、この55条

にうたっているとおり１項、２項、３項というふ

うになっています。その中で特に３項に関しては、

議員は質疑に当たっては自己の意見を述べること

はできないと明確に規定をしております。とはい

っても、その中でやはりここから多少外れた質疑

をされるようなことも見受けられますし、また今

回改めてこの質疑、この後には質問に関して、ま

た皆さんで勉強していきたいと思いますが、新人

の方も６人ほどふえたという経緯もあります。各

会派でぜひともきょうのこの質疑並びに質問に関

する議会運営委員会としての共通認識と、それか

ら勉強をやったことに対してはまた伝えていって

いただきたいという思いも込めて、この議題とし

ておりますので、その点もご理解いただければと

思います。 

  では、今の見解Ａ、それから見解Ｂに関しまし

てご意見がある方はお願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 では、続きまして、質問について同

じく補佐のほうから説明お願いします。 

○福田議事課長補佐 （質問について説明。） 

○吉成委員長 よろしいですか。 

  今質問についてということで説明をいただきま

した。対象、範囲、それから朗読、資料の引用、

文献資料の引用ということで２点にわたって説明

いただきましたが、市政一般質問、代表質問もそ

うですけれども、質問については昨年の議会運営

委員会における研修会の中の中村健先生のほうか

ら、一こま、この質問に対する講義を受けていま

す。ですから、一期生じゃない方は当然研修会出

席されていればその内容等々は資料も含めてご存

じだと思います。その中で今回に関しては質問の

中で対象範囲と、それから文献資料等の朗読につ

いてを２点にわたって抜き出してお示しをさせて

いただいております。これらについて何か皆さん

のほうからございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今、中村先生の話も出ていたので、ち

ょっと確認だけしたいと思うんですけれども、例

えば一つ、消防、広域です。それから社会福祉協

議会、それから、例えば公社、ありますよね、公

社とか、それから出資しているシルバー的なのは、

この中の、この矢印、資料のイメージの中の矢印

のどこかに入るのか、質問できるかできないかと

いうのはちょっとここで少しわかれば判断いただ

けると、今後の質問の役に立つかな、判断に役立

つと思います。 

○吉成委員長 補佐。 

○福田議事課長補佐 このイメージ図でいいますと、

シルバー人材センターなどにつきましてはこの右

側の下の地方公社の業務ということで、基本的に

はバツでございますけれども、その下に公社等の

事務であるけれども出資、市のほうからも出資し

ていますので、その出資や債務保証の適否、それ

から市長の監督権の行使の状況などについてはで

きるというようなことで、シルバーについてはこ

ういったところに当てはまってくるかなというこ

とで考えております。 

○吉成委員長 これ社協についても同じ扱いですか。 

○福田議事課長補佐 はい、同じです。 

（「社協」と言う人あり） 

○吉成委員長 これまでも、実は社協に対する一般

質問等は何度か出てきているかと思います。質問

に対して、最初の答弁はしてもらいますけれども、

再質問に対しては、それは社協ですので直接執行

部との関係でいえば関係がありませんので、その

お答えは差し控えさせていただきますと、そうい
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った事例はこれまで何度か私が見てきた範囲でも

経験はしてきています。 

  そのほかにございますか。 

○鈴木委員 まだ消防、それから公社、これも回答

ほしいんですけれども。 

○吉成委員長 具体的に一部組合ということになり

ます。 

  補佐。 

○福田議事課長補佐 消防につきましては、一部事

務組合ということになりますので真ん中のバツと

いうところに当てはまっております。 

○鈴木委員 一切できないの。 

  本当はそのほかに社協、あ、社協答えてくださ

った。あと何だっけ、公共施設事務組合みたいの

ありますよね、それは社協とシルバー人材と同じ

ということで右下の範囲内に限ってできると。 

  そうすると消防に関しては、その中村先生の話

が出てきたんですけれども、中村先生はどんどん

すべきだというような話だったけれども、那須塩

原市の中だけの消防であれば当然いいかなと思っ

たんです。３市町の共同の公社ですよね。広域事

務組合。そこについてはこれに該当して、中村先

生、それを踏まえた上で質問できるんだよと言っ

ていたような気がするんですけれども、この資料

でいうとだめなんですね。ちょっとはっきりさせ

てもらいたいんですけれども。はっきりというか

……。 

○吉成委員長 課長。 

○増田議事課長 先ほど、補佐が質問の１ページの

中段に基づき説明をさせていただきましたが、下

線が引いてある３行目の、また一部事務組合等で

共同処理に関する事務及び国が処理している事務

に対して質問することは当該市町村の事務ではな

いので法的に認められない。要は市長の意思決定

ができないものは質問できないというふうに解さ

れるというふうに考えております。 

  先ほど、鈴木議員がおっしゃった消防署の用地

等につきましては…… 

○鈴木委員 言ってないよ、何も。 

○増田議事課長 用地じゃなかったんでしたっけ。 

○鈴木委員 全然違う。 

○増田議事課長 すみません。 

  消防署につきましては、消防議会のほうで基本

質問できるということになるかと思いますが、仮

に敷地なんかがあった場合には、それは消防組合

から、那須塩原市内に消防署をつくるんで、市の

ほうで探してくれということを消防署のほうから

言われているので、市長が土地を探しているとい

うような形になるものというふうに考えておりま

す。 

○吉成委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今言ったの、ちょっと私が質問の仕方

が悪いのかなと思うんです。そういうことを言っ

ているんじゃなくて、基本的に一般的な消防署の、

何ていうんだろう、事務的な運営のことを質問で

きるのかということで、そういうことは含まれる

のかもしれませんけれども、そういう細かいとこ

ろを聞いているんじゃなくて質問自体ができるの

かということで、もう一つ言えば、広域で扱って

いるのは、屠殺場もあったと思うんです。私質問

したことがあって、前の事務局長は質問できない

わけではないというようなことがあったんでさせ

ていただいていましたけれども、確かに事務組合、

他事務局であったり、それからそこに那須塩原市

からとか選任された議員がいるところに対して、

那須塩原市が質問することがどういう考えになる

のかなというのはちょっと私の中でもちょっと疑

問なところがある。だから、そこが、やっぱりき

ちんと皆で判断ついていればいいのかなと。 

  中村先生はしてもいいという、どんどんしなさ
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いというような発言があったのでそういうふうに

思ったんですけれども、これだとできないと書い

てある書類も出てきたので、中村先生がそういう

ふうに間違った指導とかを私たちにしていたこと

にもなってしまうので、それも精査したいなと、

ここで精査できたらなという、ちょっと確認とっ

てください。 

○吉成委員長 もう一度１ページのほう、対象、そ

れから対象範囲ということで、棒線の部分があっ

たり波線もあったりしますけれども、単純に考え

て、下の国道であったり、それから新幹線の反対、

賛成、特に自衛隊の基地、米軍基地等々とそうい

ったものは所管外だからできないと書いてありま

すよね。ただ、その下の、それはというところか

ら書いてありますけれども、地域住民の生活に重

大関係があってのことで市政と関係が密接である

というここの部分をどう解釈するかということが

大きいんだと思うんです。仮に直接的なかかわり

が、ここでいうところのないとしたとしても、そ

れが我々の生活に、市民の生活に直接かかわると

いうことであればここではそういう解釈もできる

という表現になっているんじゃないかなというふ

うに思います。ただ、このイメージ図のほうを見

ると明確にバッテンのところがあって、でも、な

おかつその下にはマルもあるというふうになって

いますので、そこはここの一部を読んで、理解す

るということかなというふうには思います。 

  ほかどうですか、この件に関してご意見。それ

から解釈の違い。 

○鈴木委員 もう一回いいですか。 

  要するに、消防の事務内容については、質問は

だめなんですか。 

〔「団ならいいですよ」と言う人あり〕 

○鈴木委員 団ですか。 

〔「消防団」と言う人あり〕 

○鈴木委員 団じゃなくて、いや、団の話言ってい

ません。常備のほうの話。 

  要するに広域というのは消防と屠殺と何かある

んですよね、ごみ処理施設関係の。 

〔「広域は広域だし……」と言う人あり〕 

○吉成委員長 一部事務組合。 

○鈴木委員 だから、そこに対して基本的に質問で

きるのか、中村先生の見解からするとやりましょ

うと言っていたけれども、当時の事務局長は……。 

〔「言っていないよ」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ちょっと待って。 

  ありますか、見解。 

  じゃ、課長。 

○増田議事課長 これについては、総務課にも確認

しておきたいと思っておりますけれども、常備消

防費というのは組合に対しての負担金、要は消防

組合で３つの市町で共同事務を行うための負担金

を計上してあります。非常備消防費はこの市町村

固有の消防ポンプ車とか、あとは詰所とかそうい

ったものについて市町村で予算立てしております。 

  非常備消防については私多分質問できる範囲で、

常備消防は消防組合で行うものの負担金を払って

いるものですので、私今思いつくのはそういうと

ころなんですけれども、この後間違ったことを議

員さんに説明するのはいけないことだと思ってお

りますので、そこら辺の見解を調べてこの次の議

運あたりでご報告したいなと思います。 

○吉成委員長 じゃ、今課長のほうからそういう説

明がありましたので、明確にどういう判断基準、

扱いになるかということは、次の議運の中でご報

告させていただくということにしたいと思います

がよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような扱いとさせていた

だきます。 
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  じゃ、これについては以上でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では、⑵を終了し、市長が記者会見

終わって入れる段階になったということですので、

ここで暫時休憩といたします。 

  市長が入り次第また会議を再開したいと思いま

す。 

 

休憩 午後１５時００分 

再開 午後１５時０６分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○吉成委員長 それでは、市長、そして執行部の皆

さんが出席をされましたので、ここで市長からご

挨拶をお願いいたします。 

○君島市長 わかりました。 

  改めまして、こんにちは。 

  本日は、議会最終日を明日に控えて大変お忙し

い中、議案の追加提案の関係から、改めまして平

成29年第４回那須塩原市議会定例会に係ります議

会運営委員会の機会をいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

  今回、追加の議案といたしましてご提案を申し

上げますのは、専決処分の報告案件が１件でござ

います。このあと総務部長から説明をいたさせま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 それでは、⑴第４回那須塩原市議会

定例会における追加提出案件についてを議題とい

たします。 

  今定例会に追加案件として提出されるのは、市

長提出として報告案件１件であります。案件の内

容について執行部より説明をお願いいたします。 

  部長。 

○伴内総務部長 それでは、ご説明を申し上げます。 

○吉成委員長 着座でどうぞ。 

○伴内総務部長 （追加提出案件について説明。） 

○吉成委員長 説明をいただきました。 

  質疑等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それではお諮りいたします。 

  追加で提出される案件につきましては、議案と

して取り扱い、報告案件でありますので報告を受

けるとすることでよろしいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、その他に入ります。 

  執行部から何かございますか。ありませんか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 委員からその他で何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

  それでは、執行部の提出に関しましては以上で

協議を終了とさせていただきます。 

  ご苦労さまでした。 

  それでは、協議事項の⑶に移ってまいりたいと

思います。 

  タブレット端末等の導入に関する検討について

ということで、前回もタブレット端末等の導入に

ついては近隣の市町、市議会等の状況なんかも皆

さんにお示しをして意見交換をしたところであり

ますが、各会派でこれについては意見をまとめて
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きていただいて、本日それぞれの委員の方々から

ご意見をいただければと思っております。 

  では、このタブレット端末等の導入に関する検

討について、那須塩原クラブのほうからでよろし

いですか。 

  じゃ、副委員長のほうから。 

  副委員長。 

〔「委員長、先に報告が。情報の……」と

言う人あり〕 

○吉成委員長 はい、失礼しました。 

  じゃ、これについては執行部のほうの考え方も

前回もお示しはしているんですけれども、それら

について改めて情報を得ているということですの

で事務局のほうから。 

  増田課長、お願いします。 

○増田議事課長 導入時期と予算について確認をさ

せていただきました。 

  企画部と導入時期について、最速で導入できる

時期はいつごろかということを伺いましたところ、

この前も話しましたように30年には地域情報化計

画を策定する関係があるので、31年の早い時期、

6月議会は可能かということを聞いたんですが、

最速でやはり９月議会からの導入を考えていると

いうことでした。 

  それと、無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉについては、

４階全部整備すると200万程度の予算がかかる。 

  以上の２点を確認してあります。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  執行部側はそのような考えだということで、前

回も31年というような話は出ておりましたので、

そこの考え方、計画は変わらないということだと

思います。 

  それでは、各会派のほうの意見をまとめてきて

いただいておると思いますので、まず那須塩原ク

ラブ相馬副委員長のほうからよろしいですか。 

○相馬副委員長 はい。 

○吉成委員長 じゃ、お願いします。 

○相馬副委員長 では、那須塩原クラブの協議の結

果についてご説明を申し上げます。 

  まず、本題でありますがタブレット端末の導入

についてということでございますが、タブレット

端末はできるだけ早い時期に導入をしていただき

たいというようなことをお願いしていこうという

ことになっております。 

  そのタブレット端末を含めた全ての那須塩原市

議会のいわゆるＩＣＴ化というものについて進め

ていったほうがいいであろうと、全てを含めてで

す。進めていっていただいたほうがいいであろう

ということで、まずタブレット端末については現

状で議場へ、それから各委員会室に持ち込みを認

めていただけるようにしていただきたいと。 

  それから、Ｗｉ－Ｆｉの環境については、この

本会議場、それから委員会室、議員控室と４階の

中、４階の整備についてはこれもできれば平成30

年度に導入できるようにＷｉ－Ｆｉの整備をして

いただきたいというふうな要望をしていこうとい

うことになっております。 

  そのほか、全てのＩＣＴ化を図るという面につ

いては、恐らく議事録と現在の動画の連動等も全

ての視野に入れたＩＣＴ化を目指していただきた

いということに至るわけでございますけれども、

できるだけ早目にそれを進めていただきたいと。

できるものはすぐに進めていただきたいというこ

ともありますので、タブレット端末、それからス

マートフォン等だけではなくて、電子採決、今現

状の本会議場のシステムで電子採決ができるシス

テムがございますので、それも速やかに導入して

いただきたいと、そういう結論になっております。 

  以上です。 
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○吉成委員長 じゃ、続いて、その流れからいくと

うちになるのかなと思いますので、公明クラブの

ほうの考え方を述べさせていただきます。 

  タブレット端末等の導入に関しましては、執行

部側が平成31年ということを言っておりますので、

執行部側と呼吸を合わせて導入したほうがいいだ

ろうというふうな結論に達しています。 

  ただし、現在でも今のこの委員会でもそうです

し、それから本会議場でもそうですけれども、特

にスマホに関しては本来は持ち込まないという約

束事にはなっていますけれども、多くの議員が持

ち込んでいます。悲しいことかなたまに開いてい

る方もいるのも現状です。そういったことを考え

ると、自分の持ち物でありますから、明確なルー

ルをつくって、この端末に関してはタブレットも、

それからＰＣに関しても、そしてスマホ、携帯電

話に関しても持ち込み可能にすると。可にすると。

そのかわり、そこには幾つかの遵守事項をしっか

りと決めると。で対応していくというのが一番現

実的じゃないか。 

  仮に、タブレット持っている方が当然利用する

ということになれば、今後全員がタブレットを利

用するという際にも非常になれている、使いやす

いというか、そういったところもなれてきていま

すから、そういうことを考えると、うちの会派と

しては現状自分の持っているものを持ち込むこと

は可、そのかわり明確な規定をつくるということ

で意見の一致をみています。 

  以上です。 

  じゃ、続いてどうですか。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、敬清会のほうで、基本的

にタブレットのほうには賛成です。事務局のほう

からご説明あったように31年度最速だというんで、

そこで合わせて入ればいいんではないかなと。 

  個人のスマホ、例えば携帯とかタブレット、そ

の件については、すみません、ちょっと話しして

こなかったもんですからお答えできないです。す

みませんでした。 

○吉成委員長 じゃ、執行部側と同じ31年同時導入

でいいだろうという結論だということですね。 

○大野委員 はい。 

○吉成委員長 じゃ、志絆のほうお願いします。 

○鈴木委員 今お話を聞いた中だと、那須塩原クラ

ブに近いんだと思うんですけれども、執行部に合

わせるではなくて、できる範囲ですけれども早く

てもいい。それは当然早ければ早いうちがいいで

すから、完璧になるように待ってからやるんじゃ

なくて、多少完璧じゃなくてもできるもの、特に

Ｗｉ－Ｆｉとタブレットは早めに支給してもらえ

ればいいんではないかなと。使いなれるであろう

と。 

  今ちょっと出ていた個人について、携帯なんか

については、自分、個人的には使わないようにし

ていようかなと思っていたんですけれども、結構

使っている人見るんで、見るのは何かというと条

例とか、それから他の資料を見るときに手持ちに

ない資料調べたり、私もネット見ているのをとめ

ることはないなと思っていたりもするので、ここ

は公明さんと似ているかもしれない、規則は決め

るなら、持ち込みはある程度そういった議会に関

係するような資料を取り込むということはやぶさ

かではないんだと、いいんじゃないかと思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 それでは、中村議員ですか。 

○中村委員 タブレット端末導入については賛成で

ございまして、規律等につきましては、議会の中

でタブレットを利用するとしても執行部で利用し

ないというんであれば一方的なものになってしま

うという恐れもあるんで、私もこの間福島町に行
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って勉強させていただいたんですが、やっぱり機

種の選考とか経費の問題とか、いろいろ研究課題

が多くあると思いますんで、そういったものしっ

かりと研究、精査して、できれば執行部と一緒に

なった利用体制で私は十分間に合うんじゃないか

という気もいたします。 

  また、個人的なスマホです。さっき委員長が言

いましたように持ち込み禁止といっても委員長の

机に今ありますし、皆さんも全部ポケットにある

ぐらいですから、持って会議室に入っている、議

場にも皆持って入っているということもあるんで、

委員長言いましたようにしっかりと規則を定めて、

これは持って入っちゃだめよと言うと皆持ってい

って中には見る方も現実にいますし、私も見てし

まうこともあるんで、そういうところをきちんと

決めて、そういったものを大人の対応というこで

やっていけるように、すぐにでも決めてやってい

ただければと思っておりますので、そういうこと

でお願いしたいと思います。 

○吉成委員長 では、齋藤委員。 

○齋藤委員 うちのほうもタブレット端末の導入に

関しましては早期実現を目指したほうがいいだろ

うという意見なんですけれども、それに関しまし

て、やはり執行部側が合わせるのもやぶさかじゃ

ないというようなところで考えております。 

  また、今個人的に持っているスマホと、あるい

はＰＣと、パソコンはまだ使っている方はいませ

んけれども、携帯等は議場内でも既に途中で見て

いる方が結構裏から見るといます。ということで、

それであればきちっともうここで明確に許可をし

ないと、我々は資料を調べる中でやっているけれ

ども、まだ完全に持ち込みはいいですよというこ

とはないということでありますので、それは確立

をしたほうがいいというふうに思うんですが。傍

聴者から見て、やはり携帯をいじっているという

イメージしかありませんので、それはきちっと

我々の中でもう早急に決めてもいいんではないか

なと、持ち込んでもいいよというところは決めて

もいいんじゃないかなというふうに思ってまとま

っているです。 

○吉成委員長 それぞれの会派、そして委員の方々

の見解を今伺いました。 

  タブレットに関しましては、なるべく早くとい

う意見と、それから執行部側の計画に合わせた導

入と２つの意見が出ていました。それから那須塩

原クラブのほうからはＷｉ－Ｆｉについてはすぐ

にでも、来年度ということです。すぐにでも予算

に要求してということでしょう。来年度にはもう

Ｗｉ－Ｆｉの環境整備をしてほしいという要望が、

要望というか意見が出ておりました。 

  それから、現在我々が利用しているスマホだっ

たり携帯だったり、これらについては明確なルー

ルを設けた中で持ち込み可にしたらどうでしょう

かという意見が大半だったのかなとそのような気

もいたします。それらの意見を踏襲して今後進め

ていきたいと思うんですが、特に予算を伴うもの

というのは、当然タブレットの導入と、それから

Ｗｉ－Ｆｉの環境にしても、これも200万からの

予算は伴うわけです。それを、じゃ、やりましょ

うと、タブレットについてはすぐにというご意見

のところは２つの会派だったわけですけれども、

多くの会派が執行部と一緒でもいいんじゃないか

というご意見でした。 

  そういった中から見ると、Ｗｉ－Ｆｉの環境整

備については、それぞれの会派ちょっと明確に意

見がなかったんですが、どんなご意見ですか。 

  中村委員。 

○中村委員 私も早急に要望しておきたい、こう思

っております。 

○吉成委員長 はい。実は、我々もＷｉ－Ｆｉの環
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境は整備したほうがいいだろうということで意見

はまとまっています。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 オブザーバー、ちょっと待ってくだ

さい。その前に、ほかどうですか。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 実際に話がここでまとまったとした

場合には、予算要求というのは、この先また会派

代表者会議の中で話が出てくるとは思うんですが、

期限ができれば９月いっぱいにというような話も

ございましたので、意見がまとまるんであればま

とめていきたいなと思うんですが、ほかどうです

か。Ｗｉ－Ｆｉ環境整備については今後予算要求

してはどうかという話が出てきています。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 じゃ、オブザーバー副議長、どうぞ。 

○山本副議長 今聞いていて思ったんですけれども、

議場にそのパソコンなりスマホなりタブレットを

持っていっていいというのは、かなりの方が自分

のものを、意見出ているので、それを許可するの

であれば、当然Ｗｉ－Ｆｉが通っていないと非常

に使いづらいものになると思いますし、200万を

要求することが大きいか小さいかというのは考え

方によるんですが、この先まであと３年、４年こ

こ使うということで、31年にはもう確実に200万

使って整備をしなければいけないものなので、や

はりそこのところは１年前倒しで要求をして、タ

ブレットが導入されるときには皆さんが堂々と議

場で資料を見られるような形にしたほうが議会と

しての改革としては進むのではないかと思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 今、オブザーバーの副議長からそう

いうご意見が出ました。 

 例えばこのスマホを持っていて、モバイルのも

のであればテザリング使えば自分のほうのつなぐ

ことは可能ですけれども、当然Ｗｉ－Ｆｉが環境

整備されていればそういう必要もなく使えるとい

うこともありますよね。 

  どうですか。 

  皆さんのご意見を集約して、Ｗｉ－Ｆｉについ

てはもう今回予算要求しましょうということであ

れば、議会運営委員会として予算要求、この後来

年度の予算については改めて皆さんにお諮りをし

ますが、予算要求していきたいということでよろ

しいですか、皆さん。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 反対ないですね。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 これ、なるべく全会一致で進めてい

きたいと思いますので。 

  それでは、Ｗｉ－Ｆｉ整備については、議会運

営委員会として来年度予算に要求をしていくとい

うことにさせていただきます。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 あと、すみません、先ほど那須塩原

クラブ相馬副委員長のほうから１つ提案があった、

現在でも皆さんの了解得られればすぐ導入可能な

電子採決の件なんですが、当然今の機器の中で整

備はされているわけです。当初これに対しては時

期尚早と言ったのか明確に覚えていないんですが、

あの際にはまだいいですよということと…… 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 わかりました、今副委員長から教え

ていただきました。 

  あの際の、導入しないという結論に達した一番

の理由は、傍聴している方々がやはり起立採決じ

ゃないと賛否がわかりにくいということで、あの

際には電子採決は導入しなかったということであ

りました。ただ、先ほどの提案であれば、電子採

決を行ってなおかつ立てば、起立採決も導入して
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両方を行えばそれでいいんじゃないかということ

ですよね。これはすぐにでもできることですので、

何か問題ありますか、事務局として。 

  課長。 

○増田議事課長 特にございません。 

  委員の皆様、あと議員の皆様がご決定いただけ

れば12月の定例会からでもすぐにこれにすること

は可能でございます。 

○吉成委員長 じゃ、今後本当に、先ほど来あるよ

うに、さまざまなこのタブレットでも何でもそう

ですけれども、そういったＩＣＴ関係の、昔ＩＣ

Ｔ革命って言われましたけれども、これをどんど

ん導入していくということであれば、電子採決ぐ

らいはなれていこう、恥ずかしいなんて気もしま

すし、せっかくその機能もあるということですの

で、併用でやるということで導入することでよろ

しいですか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 はい。そのような形で、この議会運

営委員会としては決定を見ましたので、今後この

方向で全体のほうを進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほどＷｉ－Ｆｉのほう早急に予算要

求をしようということで決定をいたして賛成であ

りますけれども、それであればそのスマホ等を使

う許可というものを明文化して、Ｗｉ－Ｆｉを何

でこうするんだというところで、やっぱりそうい

うものが使用できるようにするという、もう決定

していかないとまずいんじゃないかと思うんです

けれども。 

○吉成委員長 現在の状況を見て委員会でもそうで

すし、それから本会議場もそうですけれども、実

際に持ち込んでいると。そうであればルール決め

をすると。ルール決めをして、Ｗｉ－ＦｉはＷｉ

－Ｆｉとして整備はする。それはそれでいいんだ

と思うんです。持ち込みはされているんで、され

ているんで明確なルール決めをしましょうという

ことで、これも当然だと思ったんですが、今後決

めていくということよろしいですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか、ルール決めをする

ということ。 

〔「はい」「当然です」「現時点では持ち

込み禁止だもんね。それが緩くなってい

るから至急やったほうがいい」と言う人

あり〕 

○吉成委員長 はい、わかりました。 

  一応案は既につくってはあるんですけれども、

きょうは示す段階にありませんので、また次回皆

さんにお示しをして協議をいただいて、決定の方

向で進めてまいりたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

  それでは、⑶番については以上でよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、続きまして⑷の議会基本条例

の検証について室井主査のほうから説明お願いし

ます。 

  どうぞ。 

○室井書記 （議会基本条例の検証について説

明。） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  今、我々議会にとっては最も大切な条例であり

ます議会基本条例、これも制定から５年が過ぎて、

多くの議会で検証作業というのはやはり５年たて

ばやっているわけです。本議会においては既に11

条、それから一部文書質問等は省いたという経緯

がありますので、部分的には見直しは実はしたと

ころはあるんですが、全部を検証してきてはいま
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せん。その全部検証するというのが今回が初めて

ということで、事務局と私のほうでも案は出させ

ていただいて最終的にはこのような形で今後議会

基本条例の検証してまいりましょうということで

まとめてみました。 

  今ざっと説明した中で、皆さんのほうから何か

質問ございましたらお願いします。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 幾つかの議会を参考にしながら今回

このような形にしていますので、似たような検証

の仕方は他の議会においてもやられているという

ことはご理解いただければと思います。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、今後このような検証作業

進めていくということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  それでは、今後このような形で進めさせていた

だきます。 

  それでは、⑸のその他に移りたいと思います。 

  皆さんのお手元に予算要求書というのがいって

いると思います。先ほど、Ｗｉ－Ｆｉの環境整備

については来年度予算に要求するということで決

定を見ておりますので、この項目以外に入ってく

ると思いますが、まずはこの全体項目について課

長のほうからざっと説明していただいてよろしい

ですか。 

  課長。 

○増田議事課長 （議会運営委員会に係る平成30年

度予算要求について説明。） 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  通常の議会運営にかかわる予算要求ということ

で費用弁償、普通旅費入れて、その他の委託料と

いうことで掲載をしてありますが、そのほかに先

ほど決定を見ました、実際に議会費として予算要

求する際には工事費だろうと。工事費としてＷｉ

－Ｆｉ環境の整備ということで大まかにやってい

くと。ただ、課長の説明にあったように議会費じ

ゃなくて執行部側の財政であったり企画であった

りが、じゃ、整備しましょうということになれば

その部分は当然執行部側にかわるということにな

ると思います。 

  それと、その他の委託料の中に追加として、こ

れ委託料なんだと思うんですけれども、第三者機

関による議会基本条例の評価という項目が１つ入

って、ただこれは、今幾らというのはわかりませ

んよね。 

  課長、わかりますか。 

  課長。 

○増田議事課長 実はきのう、おとといあたり補佐

のほうでいろんな方面当たっていただいたんです

が、今現在はわかっておりませんので、金額につ

いては事務局のほうに一任いただければ幸いだと

いうふうに感じております。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  予算要求についてはこのような形で今課長のほ

うから明確に説明いただいておりますので、今後

特にＷｉ－Ｆｉ環境の整備に関しましては、議会

なのか、それとも執行部側なのか、ここは明確に

協議をしていただいて決定を見ていただきたいな

と思いますので、そのようなことで進めていきた

いと思います。 

  皆さんのほうからご意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 実際に、執行側との協議が事務局の

ほうであるということですので、じゃ、今局長の

ほうのアドバイスいただいたんですが、特にＷｉ

－Ｆｉに関してはすぐにでも進めないと予算要求

なかなか難しいという部分もあると思いますので、

それはやっていただいて、最終的には11月ぐらい



－14－ 14 

がめどで予算要求するということですので、次回

の議運の中では、あらあらはそれは皆さんにあら

わせるということでいいんですね。じゃ、そのよ

うな形にさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  じゃ、⑸のその他についてはよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○吉成委員長 じゃ、大きなその他の４について、

これは事務局のほうから１点ございますので、課

長お願いします。 

  課長。 

○増田議事課長 （傍聴人の注意事項の変更につい

て説明。） 

○吉成委員長 （議会運営委員会研修会の執行部の

傍聴について。） 

○相馬副委員長 （議場モニターの追加設置の要望

について。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○吉成委員長 それでは、長時間にわたっての議論

を皆さんにいただきました。ありがとうございま

した。 

  以上をもちまして議会運営委員会を終了とさせ

ていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午後１６時０１分 

 


